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令和５会計年度放送大学学園監事監査報告書 

 

 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３７条第３項及び放送大学学園寄附行為（以

下「寄附行為」という。）第１６条の規定に基づき、業務及び財産の状況等について監査

を実施した結果、下記のとおり認められる。 

 

記 

１ 監査結果の概要 

（1）監査の方法と概要 

放送大学学園監事監査要綱及び予め定められた監査計画に従い、学園の業務執行状況

及びその課題等については、月１回程度の頻度で監査室と打合せ、関係書類の確認及び

常勤理事への業務執行状況の聴取、理事会、評議員会、学長選考・監察会議等の主要な

会議への出席等により、その状況を確認した。 

財務の状況については、寄附行為第 35 条第 1 項に基づき、財産目録、貸借対照表、収

支計算書その他の財務計算に関する書類を確認した。 

これらを通して、本学園本部、22 学習センター及び 5 サテライトスペースに関する業

務、財産及び理事の業務執行の状況について監査を実施した。 

学習センター等については、8 学習センター及び 2 サテライトスペースを対象として

実地監査を実施した。 

また、14 学習センターと 3 サテライトスペースを対象として書面監査を実施した。 

 

（2）監査の結果 

① 業務の監査結果 

監査計画に定めた監査方法により、重点項目を含む監査を実施した結果、本学園にお

ける大学の運営、放送及び事業の実施、施設設備の整備及び広報活動等の業務について

は、本学園の設置目的に沿い、法令その他の定め及び予算に従って、適正に執行されて

いることを認める。なお、事業報告書は、本学園の状況を正しく示しているものと認め

る。 

また、理事の業務執行に関し、不正の行為または法令若しくは寄附行為に違反する重

大な事実はないものと認める。 

 



 

 

 

 

② 会計の監査結果 

財産目録及び財務諸表は、会計帳簿の記載と一致しており、法令及び放送大学学園会

計基準に準拠し、本学園の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと認める。 

 

2 是正又は改善を要する事項 

本会計年度の定期監査において、特段の是正や改善を要する事項は見受けられなかっ

た。 

以 上  

 

 

※ この報告書は、令和５会計年度放送大学学園監事監査報告書の原本に記載された事項 

を電子化したものであり、原本は本学園が別途保管しています。 


